
○唐津市相知交流文化センター条例施行規則 

平成２５年４月１日 

規則第３６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、唐津市相知交流文化センター条例（平成１７年条例第３０４

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第２条 唐津市相知交流文化センター（以下「センター」という。）の開館時間は、

午前９時から午後９時３０分までとする。ただし、日曜日、月曜日又は祝日（国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。）

においては、午後５時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、開館時間を変更する

ことができる。 

（休館日） 

第３条 センターの休館日は、１２月２９日から翌年１月３日までの日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、休館日を変更し、又

は臨時に休館日を設けることができる。 

（利用の申請） 

第４条 条例第４条の規定による利用許可を受けようとする者は、相知交流文化セ

ンター利用許可申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。許可さ

れた事項を変更するときも、同様とする。 

２ 市長は申請の際、必要と認める書類を添付させることができる。 

（利用の許可） 

第５条 市長は、前条第１項の申請に係る利用を許可したときは、相知交流文化セ

ンター利用許可書（第２号様式）を交付する。 

（利用許可申請の受付期間） 

第６条 第４条第１項の規定による申請は、その申請に係る利用日（２日以上連続

して利用する場合は、その初日）の６月前（文化ホールについては、１年前）か

ら前日までに限り受け付けをするものとする。ただし、市長が特に必要と認める

ときは、この限りでない。 

（利用許可の順位） 

第７条 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、市長が特に必要と

認めるときは、この限りでない。 

（利用時間） 

第８条 利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び利用に係る施設等

の原状回復に要する時間を含むものとする。 

（利用時間の超過等） 

第９条 利用者は、利用を開始した後において、利用時間を超過して利用とすると

きは、その旨を申請し、市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定による利用時間の超過は、市長が施設の運営上支障がないと認める

場合にのみ許可する。 

（使用料の減免基準） 

第１０条 条例第７条第３項の規定による使用料の減免の額は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 市又は唐津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が主催し、又は共



催する事業に使用するとき 全額 

(2) 市内の学校その他教育機関が行事に使用するとき 全額 

(3) 心身障害者（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身

体障害者手帳又は知的障害者で療育手帳の交付を受けているものをいう。）又

は精神障害者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。）

を主たる構成員とする市内の団体が利用するとき 全額 

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用

又は公益事業の用に供するために利用するとき 全額 

(5) １８歳未満の者又は６５歳以上の者を主たる構成員とする市内の文化団体及

び社会教育団体がその活動に利用するとき ５割相当額 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき 市長が定める額 

（令５規則１０・一部改正） 

（使用料の減免申請） 

第１１条 条例第７条第３項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、相

知交流文化センター使用料減免申請書（第３号様式）を市長に提出しなければな

らない。ただし、市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用する場合

は、この限りでない。 

２ 市長は、前項の使用料の減免を決定したときは、相知交流文化センター使用料

減免決定通知書（第４号様式）を申請者に交付するものとする。 

（令５規則１０・一部改正） 

（使用料の返還） 

第１２条 条例第７条第４項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする

者は、相知交流文化センター使用料返還申請書（第５号様式）を市長に提出しな

ければならない。 

（利用者の遵守事項） 

第１３条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 収容人員は、利用施設の定員を超えないこと。 

(2) 身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）に規定する身体障害者補助

犬（以下「身体障害者補助犬」という。）以外の動物及び危険物を持ち込まな

いこと。 

(3) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打ち、設備又は器具の設置をしないこと。 

(4) 館内及び施設内の所定の場所以外の場所で喫煙し、又は許可なく施設内での

飲食、火気の使用等の行為をしないこと。 

(5) 施設内を不潔にしないこと。 

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(7) 許可なく施設内で物品等の販売、宣伝、あっせん、寄附及びそれに類する行

為をしないこと。 

(8) 入館者に次条の事項を守らせること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。 

（入館者の遵守事項） 

第１４条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 施設及び器具を破壊しないこと。 

(2) 身体障害者補助犬以外の動物及び危険物を持ち込まないこと。 

(3) 館内及び施設内の所定の場所以外の場所で喫煙し、又は許可なく施設内での



飲食、火気の使用等の行為をしないこと。 

(4) 施設内を不潔にしないこと。 

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(6) 許可なく施設内で物品等の販売、宣伝、あっせん、寄附及びそれに類する行

為をしないこと。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。 

（損傷届等） 

第１５条 条例第９条第１項の規定により建物、設備その他の器具等を損傷し、滅

失し、又は汚損した者は、直ちにその理由を付して損傷（滅失）届（第６号様式）

を市長に提出しなければならない。 

（読替規定） 

第１６条 条例第１２条第１項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせ

ている場合における第２条から第７条まで及び第９条の規定の適用については、

第２条から第７条までの規定及び第９条中「市長」とあるのは「指定管理者」と

する。 

２ 条例第１５条第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させ

る場合における第１０条から第１２条まで及び第３号様式から第５号様式までの

規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、

第１０条及び第１１条中「条例第７条第３項」とあるのは「条例第１５条第４項

の規定により読み替えて適用される条例第７条第３項」と、第１０条から第１２

条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第１２条中「条例第７条

第４項」とあるのは「条例第１５条第４項の規定により読み替えて適用される条

例第７条第４項」とする。 

（補則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、廃止前の唐津市相知交流文化センター条例

施行規則（平成１７年教育委員会規則第４３号）の規定によりなされた処分、手

続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（令和５年規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の唐津市相知交流文

化センター条例施行規則（次項において「旧規則」という。）の規定に基づき申

請された使用料の減免については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に、旧規則の規定に基づき使用されている様式は、この

規則による改正後の様式とみなす。 

４ この規則の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、この規則の施行

後においても当分の間、所要の調整をして使用することができる。 



第１号様式（第４条関係） 

 



第２号様式（第５条関係） 

 



 

 



第３号様式（第１１条関係） 

 



第４号様式（第１１条関係） 

（令５規則１０・一部改正） 

 



第５号様式（第１２条関係） 

（令５規則１０・一部改正） 

 



第６号様式（第１５条関係） 

（令５規則１０・一部改正） 


